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街頭消火器が充実しました 

―地域全域カバーできるよう 
90m 円周内に 1 台ずつ設置完了― 

東生駒南地区のあちこちの街角で、赤いケースに入った消火

器を見かけるようになったと思います。本地区では、生駒市火

災予防協会の補助金事業に申請し、平成 27 年度から、毎年少

しずつ設置を始め、本年度も補助金事業の援助を受け、11 台

設置し、合計 22 台を設置することができ、90m 円周内に 1

台ずつ街頭消火器が存在することになりました。 

街頭消火器の設置住宅地図を印刷しておきますが、皆さんの

ご自宅からおよそ 90ｍの範囲に必ず 1 台があるはずです。 

ご自宅からどちらに行けば消火器があるか、もしもの時のために必ず確認をしておいてく

ださい。 

通常の火災や、地震などの災害時の時も火事はつきものです。火災予防は初期消火が一番

大切です。住民による初期消火により火災の延焼をくい止めた事例もたくさんあります。  

 

街頭消火器は公共の備品です 

22 台の街頭消火器は、生駒市火災予防協会と自治会の備品で、火災が発生したとき、住

民の誰もが使用することができます。メンテナンスも生駒市火災予防協会で 10 年毎にやっ

ていただけることになっています。万が一使用された場合は自主

防災会長にご連絡ください。 

私有地に置いてあるので個人の備品と勘違いされる方もおられ

るかもしれませんが、ルール上、設置場所は公園や道路などの公

共の場所に置けないことになっていて、個人の私有地にご好意で

置かせていただいています。ご協力いただいている住民のみなさ

ま、ほんとうにありがとうございます。 
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街頭消火器配置図です 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の街頭消火器の配置図です。ご自宅から最も近い消火器は

何号機でしょうか。確認しておきましょう。 


